
ご利用にあたっての 

一時預かり利用に申込みにあたっては、 

下記の事項をご確認の上、別紙入会申込書に 

署名をお願い致します。 

 

 

 

1.お子様をお預けする際、下記の事項にご注意くださ

い。 

お子様の体調について心配な場合は必ず事前にご相談下さ

い。 

お子様の食事・飲み物・おむつ等 預かりに必要なものは保

護者の方がご準備下さい。 

その他、気がかかりなことは詳しく担当者にお伝え下さい。 

 

2.感染症のお子様、その他やむを得ない理由により入

室をお断りする場合がございます。病児のお預かりは

できません。 

 

3.お子様の体調が急変した場合の応急処置、または災

害・地震による緊急避難を要する場合は、その処置を

当法人に任せていただきます。その際、緊急連絡先に

連絡をとらせていただき、お迎えをお願いすることが

あります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.不測の事故に対応するために、当法人では保険に加

入しており、保健適用範囲内では保障されます。既往

症等が原因での事故等に関しましては責任を負いか

ねます。 

保育者はお子様の安全に十分配慮いたしますが、万が

一事故が発生した場合、その事故が保育者の故意また

は重大な過失によって発生したものでない限り、事故

に対しての責任は負いかねます。 

 

５.キャンセル料について 

前日までにご連絡があった場合には無料です。当日は

半額、無断の場合は全額ご負担いただきます。 

後日キャンセル料のお支払いにご来館ください。 

 

 

 

事務局 

韮崎市子育て支援センター 

【お問合せ】 

〒407-0015 韮崎市若宮 1-2-50 ニコリ 3 階 

TEL 0551-23-7676  

FAX 0551-23-7678 

支援センター開館日 9：00～17：00 

（休館日：月曜日、祝日の場合は火曜日） 

 

 

 



韮崎市内の 0～6歳の未就園児を 

韮崎市子育て支援センター内一時預かり室で 

お預かりする事業です。 

事前に入会が必要です。 

まずは韮崎市子育て支援センター開館時間内に 

お越しください。 

 

 

 

 

入会申込書にご記入いただき 

支援センターへ提出をお願いします。 

 

 

入会時の持ち物 

運転免許証など住所が確認できる証明書 

 

 

 

 

 

対象 

 

0～6歳児 

未就園児に限ります 

場所 

 

韮崎市子育て支援センター3階 

一時預かり室 

利用日時 

 

火・水・木・金 

９時～15時 

韮崎市支援センターの休館日はお休みです 

利用料金 3時間以下  1000円 

3～6時間   1500円 

支払い 

 

託児終了後現金で 

お支払いください 

託児者 保育士 

保育補助員(子育て支援員) 

利用 

申し込み 

 

市内の方 

入会手続き後 

預かり希望月の前月の 

第 2 金曜日から 2 日前まで 

 

市外の方はご相談ください 

キャンセル 前日まで無料 

当日キャンセルは半額 

無断キャンセルは全額 

※後日ご持参ください 

 

 

 

 

当日は受け入れの際に 

体調チェックやお荷物の確認をしたのち 

お預かりをさせていただきます。 

 

  

・食事やおやつ （多めにご用意ください） 

ミルクの方はお湯・水・哺乳瓶など 

食事の方はスプーンやフォークなど必要なものを 

全てお持ちください。 

・飲み物（多めにご用意ください） 

・お着換え 

・おむつ・おしりふき・ビニール袋 

 

などお子さまが過ごすのに必要なものを 

ひとつのバッグにまとめてお持ちください。 


